
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ルールを守って安全に☆ 

 ☆  悪 質 商 法 被 害 に遭 わないためのポイン ト  ☆ 

                「悪質業者は、う・そ・つ・き！」 

    ・うまい話を信用しない！ 

    うまい話、絶対もうかる話には、必ず大きな落とし穴・・・ 

    ・相談する！ 

    ひとりで判断せず、家族・知人・相談機関に相談を 

    ・つられて返事をしない！すぐに契約しない！ 

    悪質業者は、言葉巧みにすぐ契約するように迫ってきます 

    ・きっぱり！はっきり！断る！ 

    あいまいな返事をせず、キッパリ！ハッキリ！断る！ 

  ～不安を感じたとき、被害にあったときの相談窓口～ 

〇 警察本部または警察署 

〇 警察相談専用電話（＃９１１０番） 

〇 消費者生活センター又は市の消費生活相談窓口 

      （消費者ホットライン １８８番） 

き
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」 

①自転車は車道が原則、歩道は例外            ・１３歳未満の子ども・７０歳以上の高齢者   

②車道は左側を走行                        ・車道通行に支障がある身体に障害をもつ方  

③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行          は、歩道を通行することができます。       

④安全ルールを守る                         ・歩道ですれ違う時は、相手の右側を通ります。 

 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止・夜間はライトを点灯・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認 

⑤ヘルメットの着用努力義務  

市役所職員を装う者から 

      「医療費の還付金があります。」 

等の詐欺の電話が多数入っております。 

  お金をＡＴＭで言われるがままに振り込んでしまう方、

キャッシュカードを犯人に渡してしまう方、個人情報等を

犯人に教えてしまう方が未だ後を絶ちません。 

  還付金・ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ・ＡＴＭは詐欺のキーワードです。 


